
糖
尿
病
療
養
指
導
士
）▽
足
を
み

る
。
誰
が
ど
う
み
る
？
＝
岡
田
克

之
さ
ん（
桐
生
厚
生
総
合
病
院
副

院
長
・
皮
膚
科
診
療
部
長
・
ぐ
ん

ま
足
人
の
会
代
表
）▽
歌
っ
て
踊
っ

て「
青
空
の
下
で
」＝
安
部
純
さ

ん（
グ
メ
ス
の
会
会
長
）・
グ
メ

ス
の
会
ス
タ
ッ
フ

対
象　

ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま

す（
申
し
込
み
不
要
）

参
加
料　

無
料

問
い
合
わ
せ　

群
馬
県
糖
尿
病
協

会（
☎
０
２
７
・
２
２
０
・
８
１

２
１（
平
日
午
前
10
時
〜
午
後
４

時
））・
健
康
づ
く
り
課（
☎
40

２
８
０
８
）そ

の
他

高
齢
者
向
け

消
費
生
活
特
別
相
談

　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
、
関

東
甲
信
越
ブ
ロ
ッ
ク
悪
質
商
法
被

害
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
一
環
と

し
て
、
高
齢
者
向
け
特
別
相
談
を

実
施
し
ま
す
。
消
費
生
活
に
関
す

る
ト
ラ
ブ
ル
の
相
談
を
受
け
付
け

ま
す
の
で
、
困
っ
た
と
き
は
、
一

人
で
悩
ま
ず
、
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。

成
人
健
康
相
談

日
時　

９
月
12
日
㈭
午
後
１
時
〜

４
時（
要
予
約
）

会
場　

保
健
セ
ン
タ
ー

内
容　

▽
健
康
や
栄
養
・
薬
に
つ

い
て
の
相
談
会
▽
血
管
年
齢
測
定

▽
体
組
成
測
定
な
ど

持
っ
て
く
る
物　

検
診
結
果
票
・

健
康
手
帳
・
お
薬
手
帳
な
ど
相
談

対
象
者
の
健
康
状
態
が
分
か
る
物

そ
の
他　

▽
相
談
は
家
族
な
ど
本

人
以
外
で
も
受
け
付
け
ま
す
▽
ペ
ー

ス
メ
ー
カ
ー
利
用
者
は
体
組
成
測

定
を
行
え
ま
せ
ん

問
い
合
わ
せ

健
康
づ
く
り
課（
☎

40
２
８
０
８
）

群
馬
県
糖
尿
病
セ
ミ
ナ
ー

〜
明
日
に
つ
な
が
る
今
日
の
足
〜

日
時　

９
月
23
日
㉁
午
後
１
時
30

分
〜
３
時
15
分（
午
後
１
時
受
け

付
け
）

会
場　

み
か
ぼ
み
ら
い
館

演
題
・
講
師　

▽
は
じ
ま
り
は
些

細
な
傷
か
ら
⁉
糖
尿
病
性
足
壊え

疽そ

体
験
談
＝
中
原
理
恵
子
さ
ん（
藤

岡
総
合
病
院
糖
尿
病
内
科
部
長
）

▽
長
寿
の
心
得
自
分
の
足
を
見
て

み
よ
う
！
＝
塚
田
健
人
さ
ん（
藤

岡
総
合
病
院
理
学
療
法
士
・
日
本

付
し
て
い
ま
す
。
令
和
７
年
分
は

９
月
下
旬
か
ら
順
次
送
付
す
る
予

定
で
す
。
申
告
書
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
返
信
用
封
筒
に
切
手
を

貼
っ
て
投
函
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象　

所
得
税
の
課
税
対
象
と
な

る
人（
次
の
金
額
の
老
齢
年
金
を

受
け
取
る
人
）▽
65
歳
未
満
の
人
＝

年
金
収
入
が
年
間
１
０
８
万
円
以

上
▽
65
歳
以
上
の
人
＝
年
金
収
入

が
年
間
１
５
８
万
円
以
上

そ
の
他　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ

ソ
コ
ン
な
ど
か
ら
申
告
書
を
提
出

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
マ

イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
と
ね
ん
き
ん
ネ
ッ

ト（
下
記
２
次
元
コ
ー

ド
を
読
み
取
り
）を
連

携
し
て
い
る
人
は
、
電

子
申
請
で
簡
単
に
手
続
き
が
で
き

ま
す

問
い
合
わ
せ　

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ

ル（
☎
０
５
７
０
・
０
５
・
１
１

６
５
）・
保
険
年
金
課（
☎
40
２

２
５
９
）

不
動
産
合
同
公
売

　

市
税
の
滞
納
処
分
と
し
て
差
し

押
さ
え
た
不
動
産
を
公
売
し
ま
す
。

　

今
回
の
合
同
公
売
は
、
本
市
の

ほ
か
県
内
各
市
町
村
や
行
政
県
税

事
務
所
と
の
合
同
で
実
施
し
ま
す
。

日
時　

９
月
17
日
㈫
・
18
日
㈬
午

前
９
時
〜
午
後
４
時

対
象　

市
内
在
住
の
お
お
む
ね
65

歳
以
上
の
人

相
談
料　

無
料（
来
所
時
要
予
約
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

電
話

で
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー（
☎
⑳
１

１
３
３
）へ

大
規
模
な
土
地
取
引
に
は

届
け
出
が
必
要
で
す

　

一
定
面
積
以
上
の
土
地
取
引
を

行
っ
た
場
合
、
購
入
者
は
市
町
村

を
経
由
し
て
県
知
事
宛
て
に
届
け

出
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

対
象
面
積　

▽
市
街
化
区
域
内
＝

２
０
０
０
㎡
以
上
▽
市
街
化
区
域

以
外
の
都
市
計
画
区
域
内
＝
５
０

０
０
㎡
以
上
▽
都
市
計
画
区
域
外
＝

１
万
㎡
以
上

届
出
期
間　

売
買
契
約
を
締
結
し

た
日
か
ら
起
算
し
て
14
日
以
内
に

都
市
計
画
課
へ

問
い
合
わ
せ

県
地
域
創
生
課（
☎

０
２
７
・
２
２
６
・
２
３
６
６
）・

都
市
計
画
課（
☎
40
２
８
２
４
）

公
共
下
水
道
へ
の
接
続
の
お
願
い

　

公
共
下
水
道
は
生
活
環
境
を
快

適
に
す
る
施
設
で
あ
り
、
河
川
な

ど
の
水
質
保
全
に
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

公
共
下
水
道
が
使
用
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
ら
、
で
き
る
だ
け
早
く

接
続
工
事
を
し
て
く
だ
さ
い
。
下

水
道
法
で
は
、
く
み
取
り
式
ト
イ

レ
は
３
年
以
内
に
接
続
す
る
こ
と

が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
他　

接
続
工
事
は「
市
下
水

道
指
定
排
水
設
備
工
事
店
」へ
依

頼
し
て
く
だ
さ
い

問
い
合
わ
せ　

下
水
道
課（
☎
40

２
３
２
７
）

土
地
価
格
無
料
相
談
会

　

土
地
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め

る
た
め
の
無
料
相
談
会
を
開
催
し

ま
す
。

日
時

10
月
１
日
㈫
午
前
10
時
〜

午
後
３
時

会
場　

市
役
所
本
庁
舎

内
容　

不
動
産
鑑
定
士
が
土
地
・

建
物
価
格
や
地
代
、
家
賃
な
ど
の

相
談
に
応
じ
ま
す

問
い
合
わ
せ

県
地
域
創
生
課（
☎

０
２
７
・
２
２
６
・
２
３
６
６
）・

県
不
動
産
鑑
定
士
協
会（
☎
０
２

７
・
２
４
３
・
３
０
７
７
）・
都

市
計
画
課（
☎
40
２
８
２
４
）

扶
養
親
族
等
申
告
書
の
送
付

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、
対
象
者

に「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」を
送

入
札
資
料
は
納
税
相
談
課
で
配
布

ま
た
は
郵
送
し
ま
す
。

公
売
保
証
金
納
付
期
間

11
月
１

日
㈮
〜
15
日
㈮

入
札
期
間

11
月
５
日
㈫
午
前
９

時
〜
15
日
㈮
午
後
５
時

開
札
日
時
11
月
19
日
㈫
午
前
10
時

売
却
決
定
日
時

12
月
３
日
㈫
午

前
10
時

公
売
物
件　

左
表
の
と
お
り

そ
の
他　

詳
細
は
公
売
広
報
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
公
売
は
直
前
で
中

止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

問
い
合
わ
せ　

納
税
相
談
課（
☎

40
２
８
３
１
）

民
事
家
事
調
停
相
談
会

　

不
動
産
・
金
銭
な
ど
を
巡
る
民

事
上
の
争
い
や
夫
婦
・
親
子
関
係
、

遺
産
相
続
な
ど
の
家
族
関
係
で
の

も
め
事
に
困
っ
て
い
る
人
の
た
め

に
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時　

９
月
21
日
㈯
午
前
10
時
〜

午
後
３
時
30
分（
予
約
不
要
）

会
場　

高
崎
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
高
崎
市
末
広
町
）

相
談
担
当
者　

裁
判
所
調
停
委
員

（
民
事
・
家
事
）、
弁
護
士

相
談
料　

無
料

問
い
合
わ
せ

高
崎
調
停
協
会（
前

橋
地
方
・
家
庭
裁
判
所
高
崎
支
部

内
☎
０
２
７
・
３
２
２
・
３
５
４

１
）宝

く
じ
公
式
サ
イ
ト

限
定
宝
く
じ「
ク
イ
ッ
ク
ワ
ン
」

　

宝
く
じ
の
収
益
金
は
、
私
た
ち

の
街
の
公
共
事
業
等
に
役
立
て
ら

れ
て
い
ま
す
。
購
入
方
法
や
賞
金

条
件
な
ど
に
つ
い
て
は

宝
く
じ
公
式
サ
イ
ト

（
下
記
２
次
元
コ
ー

ド
）を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

発
売
期
間　

通
年
販
売

所在 内容 面積 最低入札
価格

公売
保証金

物
件
１

神田

土地３筆 1787.00㎡

1,700万円 170万円建物１棟 1136.49㎡

機械室１棟 2.66㎡

※本市以外の物件については各機関に問い合わせてください

表　公売物件

９月１日～10日は屋外広告物適正化旬間です
問い合わせ　都市計画課（☎402356）

屋外広告物とは
　屋外で継続して公衆に向け表
示・設置される看板、広告板、
貼り紙や建物・工作物などに表
示されるものをいいます。

屋外広告物のルール
　市では屋外広告物がまちの景
観を損ねたり交通を妨げたりし
ないよう「屋外広告物条例」を
制定し、広告物を表示・設置す
る基準や表示することができな
い区域などを定めています。
　屋外広告物を表示・設置する際は、原則事前に市の許可が必要です。すでに屋外広告物を表示・
設置している広告主は許可を受けているか広告業者に確認し、受けていない場合は許可申請をする
か除去してください。
　詳細は市ホームページで「屋外広告物の手引」を確認してください。また、許可基準などは問い
合わせてください。

管理は適正に
　屋外広告物が適正に管理されていないと、老朽化や強風により落下や倒壊などの危険性が高まり
ます。定期的に安全点検を行い、適正な状態に保ちましょう。

広告物のイメージ

イ
ベ
ン
ト

図
書
館
情
報

健
康
福
祉

そ
の
他

講
座
・
教
室

募　

集

ス
ポ
ー
ツ
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